
平成２６年 ６月 ２日

入札執行者 鹿角地域振興局長 齊藤 譲

設計図書に対する質問書への回答について

次の委託業務にかかる質問について回答します。

工 事 名 県単河川改良工事(自然防止債)

工事番号 K112-10

１．河川土工、残土処理工、付近処理について

付近処理とは、何をするのでしょうか？内訳を明示願います。

２．仮設工、工事用道路工、土材料について

質問要旨 土材料とは、購入土のことなのでしょうか？

３．工事用道路盛土撤去について

この内訳は、土砂等運搬は含まれているのでしょうか？

４．河道掘削について

掘削・埋戻となっていますが、どこに埋戻しするのでしょうか？

内訳を明示願います。

１．河道整正としています。

２．購入土としています。

３．含まれています。

回 答

４．掘削については、左岸施工時の瀬替としています。

埋戻については、左岸施工完了時に現況に埋戻すものとしていま

す。



7 工事支障物件関係

(1) 占用支障物件の有無

・

(2) 占用物件との重複施工

・

8 特定建設資材の分別解体等・再資源化等

(1) 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事

　【対象工事】

次の①かつ②に該当する工事 ・

工程

①仮設 仮設工事

■有 □無

②土工 土工事

■有 □無

③基礎 基礎工事

□有 ■無

■有 □無

□有 ■無

⑥その他

（　　） □有 ■無

※1　作業内容は、工事としての有無を記入する。

※2 分別解体等の方法には、積算上計上している方法を記入する。(流木・伐採木も含む)

※3 「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。　

(2) 建設副産物の排出

・

①

②

③

④

　■手作業・機械作業

　□手作業

　■手作業・機械作業

②再資源化等をする施設の名称及び所在地

　下記は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではありません。

● ない ・重複施工なし

運搬距離

本工事の施工にあたり、支障となる占用物件は次のとおりであり、施工に伴い支障とな

る物件が発生した場合は、別途協議します。

　 ない

● ある

①特定建設資材を

　 使用・搬出する工事

 ※排出量がｾﾞﾛでも使用量が

　  ある場合は対象
作業内容 分別解体等の方法

　□手作業

②請負額が500万円以上(税込み)

の工事

 ※特定建設資材

　・ｺﾝｸﾘｰﾄ

  ・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ版など

　・木材

  ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

（特定建設資材以外又は

請負額500万円未満の工事）

本工事の施工にあたり、占用物件との重複施工となるため管理者等と調整してくださ

い。なお、重複施工に伴い本工事の工程に影響が生じる場合は別途協議します。

支障物件

管理者

工事内容

特定建設資材

廃棄物の種類

期間

● ある

　 ない

工

程

毎

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法

　□手作業

　□手作業・機械作業

　

　

搬入資材 工事用道路盛土撤去

搬入場所、運搬距離 鹿角市八幡平字熊沢地内　L=7.5km

施設の名称

搬入可能時間

本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、工事発注後に明ら

かになった事情で、予定した条件により難い場合は、別途協議します。

①分別解体等の方法

　条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としません。

工事の施工により発生する建設副産物は、次表の場所に搬入するものとします。

仮置き等 なし

　□手作業・機械作業

・適用なし

移設時期

工事発注後に明らかになった事情で、予定した条件により難い場合は、別途協議しま

す。

ある

・現場外搬出なし

　その他の工事 　□手作業

所　在　地

支障物件

④本体構

造

　本体構造の工事 　□手作業

　■手作業・機械作業

⑤本体付

属品

　本体付属品の工事 　□手作業

　□手作業・機械作業

管理者

数量

位置

● ない ・占用支障物件なし

ある


